
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀美野町町営住宅募集要項 

 

【 お 願 い 】 

  申込資格の有無や申込区分の種別等の判定は 

入居抽選当選後に全ての書類を提出していただ 

いてから初めて確定しますので、それらの書類 

を確認するまでは最終的な判定はできません。 

   ご相談の段階では、口頭や一部の書類だけで 

ご質問いただく事が多いため入居資格審査時に 

提出された書類の内容によっては判定が変わる 

場合もございますので、あらかじめご承知くだ 

さい。 

紀 美 野 町 
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○ 募集及び受付期間について 

末尾記載「町営住宅入居者募集団地一覧」のとおり募集します。 

申込みは、1 世帯につき 1 通に限ります。同時期に複数の団地に重複申し込みをしたとき及び 

同一団地に 2 通以上申し込まれた場合は、失格となります。 

 

○ 申込資格等について 

 

（１） 申込資格 

町営住宅に応募される方は、次の1～6のすべての条件を満たしている必要があります。 

１．同居又は同居しようとする親族（婚姻の予定者及び内縁の配偶者を含みます。以下「同 

居親族」という。）があること。 

友人等との寄合世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹を同居者としたり家族を

不自然に分割して申し込むことはできません。また、内縁関係については、住民票で確認できる場

合に限ります。なお、婚約で入居申込みをされる方については、入居可能日までに確実に入籍し

入居できることが条件です。 

（※申し込み時に、単身で出産を予定されている方については、単身世帯となります。） 

２．申込世帯全員の合計所得による計算後の月収額が、158,000 円以下であること。 

● 5～11 ページの月収額の計算にあてはめて、収入基準に合うか確かめて下さい。 

● 計算後の月収額が 158,000 円を超える方でも、「裁量世帯」に該当する方は、計算後の月収

額が 214,000 円以下であれば申込みができます。 

※「裁量世帯」の詳しい説明については、3 ページをご覧ください。 

３．現在、住宅に困窮している方。 

本人及び同居者の所有する住宅(共有持分のある方も含む。)がないこと。また、現在公営住宅

に居住している方は原則として 申込みをすることができません。 

 （※持ち家の方は、入居資格審査時までに本人及び同居者以外に所有権移転登記を完了でき

る方でないと申し込みできません。） 

４．過去において、申込み世帯全員が町営住宅の家賃等を滞納していないこと。 

５．外国人については、外国人登録を行っていること。 

観光目的等による一時滞在者は申込できません。 

６．入居申込者及びその同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律２条第

６項に規定する暴力団員でないこと。 
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※ 但し、上記の申込み資格要件（１を除く）を備え、かつ、次の①～⑩のいずれかに該当する単身

者の方は、単身入居の申込みをすることができます。但し、身体上著しい障害があるため常時の介

護を受けることができず、または受けることが困難であると認められる方については、申込みをする

ことができない場合があります。 

①高齢者 年齢が 60 歳以上の方 

（※ただし、昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方についても申込み出来ます。）

②身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、1 級から 4 級までの障害のある方 

③精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方

④知的障害者 療育手帳の交付を受け、A1 から B2 までの方 

⑤戦傷病者 

 

戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から

第 6 項症までと第 1 款症の方 

⑥原子爆弾被爆者 

 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚

生労働大臣の認定を受けている方 

⑦生活保護受給者 生活保護法第 6 条第 1 項に規定する被保護者 

⑧中国残留邦人等に 

係る支援給付を受 

けている方 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律第 14 条第 1 項に規定する支援給付(同法改正法附則第 4 条第 1

項に規定する支援給付を含む。)を受けている方 

⑨海外からの引揚者 海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けており、本邦に引き揚

げた日から起算して 5 年を経過していない方 

⑩ハンセン病療養所 

の入居者等該当す 

る方 

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第 2 条

に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方 

⑪配偶者からの暴力 

に係る被害者 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第 1条第 2項に

規定する被害者で次のいずれかに該当する方 

○同法第 3条第 3項第 3号の規定による一時保護又は同法第 5条の規定

による保護が終了した日から起算して 5 年を経過していない方 

○同法第 10 条第 1 項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者

で当該命令がその効力を生じた日から起算して 5 年を経過していない方 

※ １回の募集に、1戸の申込みに限られます。 

申込書や当選後に提出された書類は、一切返却いたしません。 

本要項をご覧のうえ、入居資格のある方のみ申し込みください。 

当選されても、入居資格審査により失格となることがあります。 
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（2）裁量世帯について 

 

申込み資格の 1～6 の要件を満たし、かつ、次の①～⑨に該当する世帯の方は、申込資格 2 に定

める計算後の月収額が 158，000 円を超え、214，000 円以下の方でも、入居申込みできます。 

 

対 象 世 帯 世    帯    要    件 

① 高齢者世帯 ●申込者本人及び同居親族がすべて60歳以上（又は昭和31年 4月 1

日以前に生まれた方）の世帯 

●申込者本人が 60 歳以上（又は昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた

方）で同居親族が 18 歳未満からなる世帯 

② 身体障害者世帯 申込者本人又は同居親族に、身体障害者手帳 1 級から 4 級までの交

付を受けた方がいる世帯 

③ 精神障害者世帯 申込者本人又は同居親族に、精神障害者保健福祉手帳 1 級又は 2 級

の交付を受けた方がいる世帯 

④ 知的障害者世帯 申込者本人又は同居親族に、知的障害の程度が重度（A1、A2）又は中

度（B1）と判定された方がいる世帯 

⑤ 戦傷病者世帯 申込者本人又は同居親族に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で

その障害の程度が特別項症から第 6 項症まで又は第 1 款症の方がい

る世帯 

⑥ 原子爆弾被爆者世帯 申込者本人又は同居親族に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する

法律第 11 条第 1 項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

がいる世帯 

⑦ 引揚者世帯 申込者本人又は同居親族に、海外からの引揚者であることの証明書の

交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない方がいる世帯 

⑧ ハンセン病療養所 

入所者等世帯 

申込者本人又は同居親族に、ハンセン病療養所入所者等に対する補

償金の支給等に関する法律第 2 条に規定するハンセン病療養所入所

者等に該当する方がいる世帯 

⑨ 小学校就学前世帯 同居親族に小学校就学前の子どものいる世帯 

 

○ 選考・入居等について 

申込者多数の場合は、公開抽選により、当選者を決定します。 

補欠順位も同時に決定します。ただし、補欠者は入居当選者がすべて入居した時点で入居の権

利はなくなります。 

※当選を辞退する場合は、必ず書面で辞退届を提出してください。ハガキでも結構です。 
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入居される場合の注意事項 

○ 入居決定者は、その権利を他の人に譲ることはできません。 

○ 敷金は家賃の3箇月分です。（賃貸借契約時までに納付して下さい。） 

○ 入居時には、連帯保証人2名の印鑑証明及び所得証明書が必要です。 

○ 町営住宅への入居は、入居可能日から14日以内にお願いします。 

○ 入居可能日から14日以内に町営住宅に入居したことが確認できる世帯全員の住民票・町営 

住宅入居届出書を提出していただきます。 

○ 入居後の家賃は、入居名義人の口座振替でお願いします。 

それ以外の場合は、事前にご連絡願います。 

○ 家賃の口座振替は、毎月末日（但し、土、日、祝日の場合には納期限後の翌営業日となりま 

す）です。 

３箇月以上滞納されますと、住宅の明渡しを請求します。 

○ 入居されますと、家賃額を決定するために毎年度、住んでいる方全員の収入申告をしていた 

だきます。 

○ 動物飼育は禁止されています。 

町営住宅は集合住宅であり、犬・猫などの動物を団地内で飼うことは近所迷惑となり、入居者

間のトラブルの原因となりますので、団地内では犬・猫などの動物の飼育は厳禁です。 

○ 住宅の無断改造・増築等は禁止しています。 

○ 入居時の同居者以外の方を同居させるときは町の承認が必要です。 

○ 退去時には、畳の表替え、ふすまの張替えその他必要な修繕もしていただきます。 

● 団地内外の不法駐車や迷惑駐車はやめましょう。 

町営住宅の一部の団地には駐車場を設置していますが、決められた場所以外の駐車や不法

駐車は、他の入居者の迷惑となるばかりでなく、緊急時の救急、消防活動の妨げとなりますの 

で絶対しないで下さい。 

● 団地内での自治会活動等については、必ず協力して下さい。 

 

町営住宅は、集合住宅であり、皆さん一人一人の心がけがその住宅の居住環境を 

左右します。お互いが協力し合い、住み良い団地にしていただきたくお願いします。 
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○ 月収額の計算のしかた 

★ 月収額を計算する前に、次のことを確かめてください。 

（1） あなたの同居親族、または同居しようとする親族と扶養親族の数は・・・。 

（2） あなたの世帯の総収入金額、または総所得金額は…。 

（3） あなたの世帯は収入基準にあってますか…。 

 

（2） あなたの総収入金額、または 

総所得金額がいくらであるか調 

べましょう 

（1） 同居親族、扶養家族の数は？ 

入居しようとする親族（本人を除く）及び、入居しな 

い遠隔地扶養親族のことをいいます（家族を不自 

然に分割、または合併した場合には、申込みがで 

きません。） 

 

 

 

★ あなたは、給与所得者ですか？年金所得者ですか？その他所得者ですか？ 

給与所得者とは ？  年金所得者とは ？ その他の所得者とは ？ 

 俸給、給料、賃金、ボーナスなどの
所得です。 

 たとえば、会社員、店員パート、事業

専従者などの収入をいいます。給与

所得でいう総収入金額とは、給与所得

控除する前のもので、ボーナス、手当

等を含んだ金額です。 

  厚生年金、国民年金、恩給などの
所得です。 

 たとえば、老齢年金、退職年金等を

いいます。 

その他、法律により非課税とされる

各種年金（障害・遺族・福祉年金等）

についての所得は 0 円としてくださ

い。 

 事業所得、利子所得、不動産所
得、雑所得等の所得です。 

 たとえば、自営業、サービス業、

外交員等の所得をいいます。これ

らの所得で税の申告をしていない

方は、速やかに申告したうえで、所

得金額を十分確認してください。 

① 所得としないもの → 生活保護の各種扶助、法律により非課税とされている各種年金（遺族年金

等）などの非課税所得については、所得０円で計算してください。 

② 退職予定の場合 → 申込みの時は働いているが、出産・結婚・定年退職などの理由で入居資格

審査の時までに退職する方で、以降無職無収入となる方は、収入は０円とし

て計算してください。 

③ 休職中の場合 → 申込み現在で職の決まっていない方は、収入は０円として計算してください。

④ 年齢は → 申込期間の最終受付日現在の年齢とします。 

⑤ 妊娠中で申込む場合 → 申込期限の最終日までに出産していなければ控除の人数には含みません。

⑥ 次のものについては、所得金額に含みません。（法令などにより非課税とされているもの） 

  ○遺族恩給・遺族年金・増加恩給・傷病者恩給・障害者年金 

  ○雇用保険・労働災害保険金・労働基準法に基づく休業補償費 

  ○生活保護の扶助料・児童扶養手当等 
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（その１） 月収額の計算の仕方 

 

○ 給与所得者の場合 

 月収額を計算してみましょう。 

（1） 年間総収入の計算 

あなたが仕事を始めた時期 対象の収入金額 

① 現在の勤務先に前年1月1日以前から引き続 

 き勤務している方 

前年中の年間総収入金額 

（源泉徴収票の支払金額の欄） 

② 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現 

在まで１年以上勤務している方 
勤務した翌月から12箇月間の総収入額 

③ 現在の勤務先に就職してからまだ１年にならな

  い方 

勤務した翌月から申込月の前月までの総収入額をも 

とに、次により計算した推定金額 

総収入額－賞与 

 勤務した翌月から申込月の前月までの月数 

      ×12＋賞与＝1 年間の推定総収入額 

④ 現在の勤務先に勤めて、まだ1箇月分の給与を

受けていない方 

雇用条件に基づき支給が予定されている1箇月分 

の給与を12倍した年間の推定総収入金額 

 ↓              

年間総収入金額 
 

円

↓              

（2） 年間総収入金額から年間給与所得金額を計算する 

総 収 入 金 額 （Ａ） 年間給与所得の計算方法 

1,628,000 円未満 （総収入金額）－650,000 ＝年間所得額 

1,628,000 円 以上 

1,800,000 円 未満 
(A)×0.6           ＝年間所得額 

1,800,000 円 以上 

3,600,000 円 未満 
(A)×0.7-180,000      ＝年間所得額 

3,600,000 円 以上 

6,600,000 円 未満 

★年間収入金額を 4000 で

割り、その答えの１円未満を

切り捨てた後、4000 を掛け

戻した額を右の（A）にあて

はめてください。 
(A)×0.8-540,000      ＝年間所得額 

↓              

年間給与所得金額 
 

円
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（3） 年間給与所得金額から、次の控除額を差し引いてください。 

控 除 の種 類 と金 額 控 除 額 

① 同居及び扶養親族控除                  ３８万円×    人 円

② 老人控除対象配偶者・老人扶養控除（７０歳以上） 

                                   １０万円×    人 
円

③ 特定扶養控除（１６歳以上２３歳未満） 

                                   ２０万円×    人 
円

④ 障害者控除                         ２７万円×    人 円

⑤ 特別障害者控除                      ４０万円×    人 円

⑥ 寡婦・寡夫控除（所得が２７万円未満の場合はその額） 

                                   ２７万円×    人 
円

※ 控除に関する詳しい説明は、12 ページをご覧くださ

い。 
控除額の合計額 円

 

 月収額の計算式 

 

（ 年間総所得額 ―  控除額の合計 ）÷１２ ＝ 計算後の月収額 

 

 

申し込みできる計算後の月収額 

○ 「一般世帯」の方は、158,000 円以下であれば申込することができます。 

○ 「裁量世帯」に該当する方は、214,000 円以下であれば申込することができます。 
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○ 年金所得者の場合 

 月収額を計算してみましょう。 

（1） 年間総収入の計算 

① 引き続き 1 年以上年金を受給されている方 前年中の受給金額。なお、年金額の改定があっ

たときは改定通知書の年金額。 

（2 種類以上の課税対象年金を支給されている

場合は、その合計金額） 

② 年金を受給されて、まだ 1 年にならない方 年金証書の支払年金額。なお、年金額の改定が

あったときは改定通知書の年金額。 

（2 種類以上の課税対象年金を支給されている

場合は、その合計金額） 

 ↓              

年間総収入金額 
 

円

↓              

（2） 年間総収入金額から年間年金所得金額を計算する 

受給者の年齢 年間総収入金額 （A） 年間年金所得金額 

７０万円以下 年間年金所得金額＝０円 

７０万円超  １３０万円未満 （Ａ）－７０万円     ＝ 年間年金所得 

１３０万円以上 ４１０万円未満 （Ａ）×0.75-37.5 万円 ＝ 年間年金所得 
６５歳未満 

４１０万円以上 ７７０万円未満 （Ａ）×0.85-78.5 万円 ＝ 年間年金所得 

１２０万円以下 年間年金所得金額＝０円 

１２０万円超 ３３０万円未満 （Ａ）－120 万円     ＝ 年間年金所得 

３３０万円以上 ４１０万円未満 （Ａ）×0.75-37.5 万円 ＝ 年間年金所得 
６５歳以上 

４１０万円以上 ７７０万円未満 （Ａ）×0.85-78.5 万円 ＝ 年間年金所得 

↓              

年間年金所得金額
 

円

 月収額の計算式 

（ 年間年金所得金額 ―  控除額の合計 ）÷１２ ＝ 計算後の月収額 

 

申し込みできる計算後の月収額 

○ 「一般世帯」の方は、158,000 円以下であれば申込することができます。 

○ 「裁量世帯」に該当する方は、214,000 円以下であれば申込することができます。 
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○ その他の所得者の場合 

 

 月収額を計算してみましょう。 

（1） 年間所得金額の計算 

① 前年１月１日以前から引き続き現在まで同じ 

事業をしている方 

前年中の年間所得金額。 

（前年分の所得税確定申告書控の所得金額） 

所得金額＝年間総収入金額―必要経費 

② 前年１月２日以後に現在の事業を始めた方 事業を始めた翌月からの所得金額でもって計算 

する 

↓              

年間所得金額 
 

円

 

 月収額の計算式 

（ 年間所得金額 ―  控除額の合計 ）÷１２ ＝ 計算後の月収額 

 

申し込みできる計算後の月収額 

○ 「一般世帯」の方は、158,000 円以下であれば申込することができます。 

○ 「裁量世帯」に該当する方は、214,000 円以下であれば申込することができます。 
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○ 月収額の計算例 

 

（給与所得者が 2 人の場合） 

 

○ 家族構成 

 

 

 

 

 

○ 計算方法（注：年間総収入金額を年間総所得金額に換算する。） 

 

 

 

 

 

 

 

（申込家族の月収額） 

 （本人の年間給与所得金額＋長男の年間給与所得金額一当該控除額）÷12＝ 

                                              計算後の月収額 

（2,538,400 円 ＋ 730,000 円 － 1,610,000 円） ÷ 12 ＝ 138,200 円 

 

◆ 控除額 

 

同居及び扶養親族控除 
（入居しようとする親族、本人を除く及び遠隔地扶養親族） 

３８万円 × ３人 ＝ １１４万円 （妻・長男・長女） 

特定扶養控除    ２０万円 × １人 ＝  ２０万円 （長女） 

障害者控除    ２７万円 × １人 ＝  ２７万円 （長女） 

                        控 除 額 計  １６１万円 

 

 

◆本人（50歳） 年間総収入金額   3,848,000円 

◆妻  （45歳） 無職      3     48，0 00円 

◆長男（25歳） 年間総収入金額   1,380,000円 

◆長女（16歳） 高校生（身体障害者4級） 

◆本人の年間給与所得金額 

3,848,000 円 × 0.8 － 540,000 円 ＝ 2,538,400 円 

◆長男の年間給与所得金額 

1,380,000 円 － 650，000円 ＝ 730,000円 

計算後の月収額 138,200 円を、「○月収額家賃段階表」の月収額に当てはめますと、③の欄の

月収額となり、今回募集する団地の「③の欄の家賃額」となり、入居しようとする団地の家賃額が

わかるようになっています。 
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○ 月収額家賃段階表 

  

月 収 額 (円) 
募集住宅家賃 

分位の欄の番号

0      ～104,000 ① 

104,001～123,000 ② 

123,001～139,000 ③ 

 

 

 

 

 

 

一定の要件に該当 

する世帯の入居可 

能収入基準 

(裁量世帯は①～⑥) 

一般の入居可能収入基準

(一般世帯は①～④) 

139,001～158,000 ④ 

 

158,001～186,000 ⑤ 

 

 

186,001～214,000 ⑥ 

  

214,001～ 
入居資格が 

ありません 

 

 

◆ 家賃の額は、入居後毎年度実施される、住んでいる方全員の収入申告の所得に応じて 

決定されます。 
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○ 控除額について 

 （所得税法により認定された人であることが必要です。） 

 

控除の種類 控  除  対  象  者 控  除  額 

同居親族控除 入居しようとする親族（本人を除く） １人につき ３８万円 

同居していない扶養 

親族控除 

同居していない所得税法上の控除対象配偶者又は

扶養親族 
１人につき ３８万円 

老人控除対象配偶者控除 

老人扶養控除 
控除対象配偶者又は扶養親族で、７０歳以上の方 1人につき １０万円 

特定扶養控除 扶養親族で年齢 16 歳以上 23 歳未満の方 1人につき ２０万円 

障害者控除 

・身体障害者手帳の交付を受けている方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方 

・知的障害者更正相談所等により知的障害と判定 

された方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

1人につき ２７万円 

特別障害者控除 

・身体障害者手帳の交付を受けている方で 1 級又 

は 2 級に該当する方 

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症 

から第３項症までに該当する方 

・知的障害者更正相談所等により重度の知的障害 

と判定された方 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

で 1 級に該当する方 

・原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受 

けている方 

1人につき ４０万円 

寡婦控除 

次のいずれかに該当し、65 歳未満の方 

・生計を一にする所定の子があること 

・所得が 500 万円以下であること 

27万円 

（所得が27万円未満 

の場合は、その額） 

寡夫控除 

次のすべてに該当し、65 歳未満の方 

・生計を一にする所定の子があること 

・所得が 500 万円以下であること 

27万円 

（所得が27万円未満 

の場合は、その額） 

 

※ 所得税法により認定されているかどうかは、確定申告書や源泉徴収票で確認してください。 

※ 特別障害者控除と障害者控除は重複して控除できません。 
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様式第1号(第2条関係) 

平成     年     月     日 

  紀美野町長 寺 本 光 嘉 様 

入居名義人                    ㊞ 

電話番号      －      － 

 

町営住宅入居申込書 
 

 次のとおり町営住宅に入居したいので、紀美野町営住宅条例第8条第1項の規定により申込みをします。 

申込区分   

団地 号室

年齢 ふ り が な 

氏 名 
  

歳
生年月日        年     月     日生

本 籍 地   

現 住 所 (電話                     )

勤務先の

名 称   

申 込 人 

勤務先の

所 在 地 
(電話                     )

氏  名 続 柄 年 齢 職 業 前年の総収入額（  ）内平均月収 特記事項 

1 申込人     円 

(              円) 

  

2       円 

(              円) 

  

3       円 

(              円) 

  

4       円 

(              円) 

  

5       円 

(              円) 

  

6       円 

(              円) 

  

入 居 す

る 世 帯 

構 成 員 

入居する世帯構成員数合計 

人 

前年の総収入額合計（ ）内平均月収   

円 

(                      円) 

キ

リ

ト

リ

セ

ン
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町営住宅申込回数        回 住宅困窮要因 

(該当数字を○で囲むこと。) 申込みの理由(できるだけ詳しく記載すること。) 

1 住宅でないところに住んでいるため 

2 同居しているため 

3 住居が狭いため 

4 家賃が高くて負担困難のため 

5 立退要求を受けているため 

6 建物が古くなって危険なため 

7 家がないので結婚できないため 

8 遠距離通勤のため 

9 その他 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 

誓約書 

 

   この申込書に記載した事項は、すべて事実に基づくことを誓約します。 

この申込書において、虚偽の記載をしたときは、町営住宅の入居の申込みを無効とされ、又は特定町営住宅の入居の決定の 

取消しをされても異議を申し立てません。 

 

  平成     年     月     日 

 

申込人氏名                   ㊞  

備 考 

1 この申込書は内容を確認し、正確に記載してください。 

（万一、事実と相違した内容や記載がある場合は、失格となります。） 

2 関係書類は、一切返却いたしません。 

3 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の所得を証明する書類を添付すること。 

4 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写しを添付すること。 

5 下記の書類のいずれか一つを添付すること。 

   ○現在居住している住宅の賃貸借契約書の写し  ○固定資産税評価証明書 

   ○固定資産税課税台帳登録事項証明書    

○無資産証明書（様式の必要な方は企画管財課へご連絡ください。） 

6 同居させようとするものが婚姻の届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予定

者は、その事実を証明する書類を添付すること。 

7 入居しようとするものが政令第6条第1項各号のいずれかの該当者である場合又は被災市街地復興特別措

置法第21条に規定する被災者等である場合にあっては、その事実を証明する書類を添付すること。 

8 入居しようとする者及び同居させようとする者については政令第6条第2項で定める場合にあっては、その事

実を証明する書類を添付すること。



 

入 居 資 格 判 定 表                         （参考） 

 

 入 居 者 氏 名 所 得 額 備  考 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

 総所得額(Ａ)   

  

扶養控除 

 ① 同居及び扶養親族控除(本人を除く)  

                                       ３８万円  ×     人 ＝                   

 ② 老人控除対象配偶者・老人扶養控除(70 歳以上) 

                                       １０万円  ×     人 ＝                   

 ③ 特定扶養控除(16 歳以上 23 歳未満) 

                                       ２０万円  ×     人 ＝                   

 ④ 障害者控除 

                                       ２７万円  ×     人 ＝                   

 ⑤ 特別障害者控除 

                                       ４０万円  ×     人 ＝                   

 ⑥ 寡婦・寡夫控除(所得が 27 万円未満の場合はその額) 

                                       ２７万円  ×     人 ＝                   

                                        

                                 (Ｂ)扶養控除  合 計                   

 

(Ａ)総所得額(円)     (Ｂ)扶養控除計(円)             収入認定額(円) 

(                －                )÷ １２＝                  

                                              (小数点以下切り捨て) 

 

収入分位 収入基準額 家賃 

１ ～１０４,０００円   

２ ～１２３,０００円   

３ ～１３９,０００円   

４ ～１５８,０００円   

５ ～１８６,０００円   

６ ～２１４,０００円   

 

 ○ 収入認定額により左の 

    収入分位欄を参照し家 

   賃を算定する。 

 

 

    ２１４,００１円以上 資格がありません  

  ※一般世帯は収入分位が「１～４」の範囲内であれば入居可。裁量世帯は収入分位が「１～６」の範囲内で

あれば入居可。 

判  定 月 額 家 賃(本来家賃) 

合    ・     否                        円 

 



 

○ 募集期間及び募集団地について 

☆ 募集期間は平成 22 年 9 月 1 日（水）～同年 9 月 10 日（金）までです。（期間内必着） 

☆ 受付時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分までとなっています。 

☆ 応募については、紀美野町企画管財課（073-489-5913）までお問い合わせください。 

 

団 地 名 

（建築年度) 
号室 所  在  地 

家賃 

分位 
家賃額（円）

① 22,000 紀美野町安井 205 番地 

② 25,400 

間     取 ③ 29,000 

④ 32,700 

⑤ 37,400 

安井第 2 団地 

（平成 7 年度） 

201 号 

(2 階) 洋室 6 畳（1）、和室 6 畳（2）、LDK、風呂、トイレ 

⑥ 43,200 

 

団 地 名 

（建築年度) 
号室 所  在  地 

家賃 

分位 
家賃額（円）

① 17,900 紀美野町毛原宮 231 番地 

② 20,700 

間     取 ③ 23,700 

④ 26,700 

⑤ 30,500 

毛原宮団地 

（平成 6 年度） 

101 号 

(1 階) 洋室 6 畳（2）、和室 6 畳（1）、LDK、風呂、トイレ 

⑥ 35,200 

 

団 地 名 

（建築年度) 
号室 所  在  地 

家賃 

分位 
家賃額（円）

① 17,900 紀美野町毛原宮 231 番地 

② 20,700 

間     取 ③ 23,700 

④ 26,700 

⑤ 30,500 

毛原宮団地 

（平成 6 年度） 

203 号 

(2 階) 洋室 6 畳（2）、和室 6 畳（1）、LDK、風呂、トイレ 

⑥ 35,200 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀美野町企画管財課 

     〒640-1192 

     和歌山県海草郡紀美野町動木２８７番地 

     電   話 ０７３－４８９－５９１３（直通） 

     ファックス ０７３－４８９－２５１０ 

     E-mail：kikaku@town.kimino.lg.jp 


